
 

 

ハローワークとＩＬＯ条約に関する懇談会について 
 

平成１８年１２月２１日 

 

１．開催の趣旨 

ハローワークへの市場化テスト導入に関して、平成１８年１１月３０日の

経済財政諮問会議において民間議員からなされた次の二つの提案と、ＩＬＯ

８８号条約との整合性等について検討を行うため、公共サービス改革法を担

当する大田弘子国務大臣の私的諮問機関として、標記懇談会を開催する。 

① 現行の主要な官のハローワークを維持したままで、その他の運営を民間

に包括的に委託する（例えば、東京２３区で２０のハローワークとその支

部があるが、その一部を民間開放する）。 

② 民間開放したハローワークを、官が監督する仕組みを整えることで、官

のネットワークは維持される。 

 

 

２．構成員 

  別紙１委員名簿のとおり 

 

 

３．検討スケジュール 

懇談会を数回開催し、平成１９年２月末を目途に検討結果を取りまとめる。

（別紙２） 
 

資料４



（別紙１） 

 

ハローワークとＩＬＯ条約に関する懇談会 委員名簿 
 

 

  吾 郷  眞 一 九州大学大学院法学研究科教授 

  逢 見  直 人 日本労働組合総連合会副事務局長 

  小 寺    彰 東京大学大学院総合文化研究科教授 

座長（予定） 花 見    忠 上智大学名誉教授 

  山 本  草 二 東北大学名誉教授 

 

 

※５０音順 



（別紙２） 

 

ハローワークとＩＬＯ条約に関する懇談会の今後の進め方について（案） 
 

平成１８年１２月２１日 

 

第１回 

・ 12 月 21 日（木）、10：30～12:00 

 

第２回（２．５時間程度） 

・ 論点について各委員の見解披露 

・ 意見交換 

 

第３回（２．５時間程度） 

・ 論点について各委員の見解披露 

・ 意見交換 

 

第４回（２時間程度） 

・ 報告書案の提出（事務局） 

・ 意見交換 

 

第５回（１時間程度） 

・ 報告書の取りまとめ 

 

※ 第２回又は第３回に参考人からの意見聴取を行うこともあり得る。 

※ 議事は非公開とし、議事概要は速やかに公表することとする。 


